
 

【 配食サービスの手続き 】  

 

    

 

                      

  

                     

       

        

           

                                    
 

                    

        

 

         
 

 
 

 
       

                    
                   

 
               

         

 
 

           
 

 

※状況の変化等… 
配食サービスの中止・変更・再開等のとき 

 

 

      
 

地区に対象者がおられる場合 

相談受付（高齢福祉推進課） 電話 23-9660 

担当ケアマネジャーに相談 

介護保険サービスを利用していないとき 

（担当ケアマネジャーがいないとき） 

 

担当エリアの 

地域包括支援センターへ相談 

支給決定 却下 

サービス開始 

定期的な評価・確認・見直し 
◎状況の変化等(※) があれば、当課ま

でご連絡ください。 

 

高齢福祉推進課へ申請書を提出 

★配食サービス会議を実施します 

全てを自己負担で、配食を利用

することもできます。 
◎直接事業所へご相談ください。 

 

◆◆ 問合せ先 ◆◆ 

彦根市 福祉保健部 高齢福祉推進課 

〒522-0041 

彦根市平田町 670番地（福祉センター１階） 

電話：0749-23-9660  FAX：0749-30-9231 

 

介護保険サービスを利用しているとき 

（担当ケアマネジャーがいるとき） 


